
目

次

告

示

○
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
代
表
者
の
氏
名
の
変
更
qqqqqqqqqqqq（
税

務

課
）
…
一

○
喀
痰
吸
引
等
業
務
の
登
録
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
高
齢
福
祉

保

険

課
）
…
一

公

告

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
建
築
住
宅
課
）
…
二

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
東
青
地
域

県

民

局
）
…
二

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
中
南
地
域

県

民

局
）
…
二

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
三
八
地
域

県

民

局
）
…
三

選
挙
管
理
委
員
会

○
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
及
び
三
分
の
一
の

数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は

そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万

に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数

が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に

八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）（
事

務

局
）
…
三

公
安
委
員
会

○
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
の
支
給
に
係
る
一
時
差
止
処
分
公
告
qqqqqq（
警

務

課
）
…
四

告

示

青
森
県
告
示
第
八
百
三
十
四
号

次
の
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
代
表
者
の
氏
名
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
が
あ
っ
た
の

で
、
青
森
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
五
月
青
森
県
規
則
第
六
十
一
号
）
第
九
条
の
二

前
段
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

区

分

名

称

代
表
者
の

氏

名

主
た
る
事
務
所
又
は

事
業
所
の
所
在
地

変

更

年
月
日

変
更
前

冨
士
見
総
業
株
式
会

社

福
士

誠

弘
前
市
大
字
紺
屋
町
一
八
五

令
和三･一〇･
一

変
更
後

福
士

悟

青
森
県
告
示
第
八
百
三
十
五
号

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
四
十
八
条
の
三
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
喀
痰
吸
引
等
業
務
の
登
録
を
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
八
条
の
八
第

一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

登

録

番

号
登

録

年
月
日
氏
名
又
は

名

称
住

所

事

業

所

業
務
開
始

予

定

年
月
日
備

考

名

称
所
在
地

〇二一五〇〇

一六〇

令
和三･一二･
九
社
会
福
祉

法
人
伸
康

会

弘
前
市
大

字
独
狐
字

石
田
一
二

一
の
一

介
護
老
人

保
健
施
設

平
成
の
家

弘
前
市
大

字
独
狐
字

石
田
一
二

一
の
一

令
和三･一二･二〇
介
護
老
人

保
健
施
設

青
森
県
報
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第
四
百
号

令
和
三
年十

二
月
十
七
日

（
金
曜
日
）



公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の

名
称

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

（
名
称
）

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
川
守
田
字
沖
中
五
六
の

九
、
六
〇
の
二
、
六
一
の
一
、
六
一
の
二
及

び
六
三
の
九

岩
手
県
紫
波
郡
矢
巾
町
大
字
広
宮
沢
第
三
地

割
四
二
六

株
式
会
社
薬
王
堂

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

浅
井
建
築
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

浅
井
直
子

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
花
園
二
丁
目
七
の
五
〇

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
一
）
第
一
〇
〇
三
三
〇
号

五

取
消
年
月
日

令
和
三
年
十
一
月
十
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

解
体
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
三
年
六
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
古
川
建
設
興
業

二

代
表
者
の
氏
名

古
川
元
春

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

平
川
市
館
田
東
稲
村
一
〇
四

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
三
）
第
一
一
四
四
五
号

五

取
消
年
月
日

令
和
三
年
十
二
月
一
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

管
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
三
年
十
一
月
二
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
栄
企
業
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二

代
表
者
の
氏
名

小
野
元
榮

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
百
田
字
宮
崎
二
四

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
三
〇
）
第
二
〇
〇
七
五
三
号

五

取
消
年
月
日

令
和
三
年
十
二
月
一
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

と
び
・
土
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
三
年
十
二
月
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
舘
下
設
備

二

代
表
者
の
氏
名

舘
下
優

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
売
市
一
丁
目
一
の
四
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
八
）
第
一
四
三
八
〇
号

五

取
消
年
月
日

令
和
三
年
十
一
月
二
十
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

令
和
三
年
六
月
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確

認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
号

令
和
三
年
十
二
月
一
日
現
在
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
及
び
三

分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え

る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た

数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗

じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

を
合
算
し
て
得
た
数
）
を
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
五

項
並
び
に
こ
れ
を
準
用
す
る
同
法
第
七
十
五
条
第
五
項
、
第
七
十
六
条
第
四
項
、
第
八
十
条
第
四

項
、
第
八
十
一
条
第
二
項
及
び
第
八
十
六
条
第
四
項
（
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

畑

井

義

德

一

県
議
会
議
員
及
び
県
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数

二
一
、
五
九
一

人

二

県
議
会
議
員
及
び
県
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

二
三
四
、
九
四
三

人

三

県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

東
津
軽
郡
選
挙
区

六
、
三
七
三

人

西
津
軽
郡
選
挙
区

五
、
一
一
九

人

南
津
軽
郡
選
挙
区

六
、
三
九
四

人

北
津
軽
郡
選
挙
区

七
、
三
九
四

人

上
北
郡
選
挙
区

二
七
、
一
九
六

人

三
戸
郡
選
挙
区

一
八
、
八
四
九

人

青
森
市
選
挙
区

七
九
、
五
二
九

人

弘
前
市
選
挙
区

四
八
、
五
二
一

人

八
戸
市
選
挙
区

六
三
、
八
七
六

人

黒
石
市
選
挙
区

九
、
三
三
九

人

五
所
川
原
市
選
挙
区

一
八
、
五
三
二

人

十
和
田
市
選
挙
区

一
七
、
一
六
五

人
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三
沢
市
選
挙
区

一
〇
、
七
五
三

人

む
つ
市
選
挙
区

二
〇
、
二
四
六

人

つ
が
る
市
選
挙
区

九
、
〇
六
三

人

平
川
市
選
挙
区

一
一
、
五
〇
四

人

公

安

委

員

会

令
和
三
年
十
二
月
十
七
日

青
森
県
警
察
本
部
長

櫻

井

美

香

青
森
県
警
察
本
部
公
告

次
の
者
に
対
す
る
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
の
支
給
に
係
る
一
時
差
止
処
分
書
に
つ
い
て
は
、
青

森
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
八
〇
第
七
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
期
末
手
当
及

び
勤
勉
手
当
の
支
給
に
係
る
一
時
差
止
処
分
の
内
容
を
公
告
す
る
。

記

退
職
を
し
た
者
の
氏
名

石

川

俊

一

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
十
九
条
の
三
第
一
項
第
二
号
及
び
同
条
例
第
十
九
条
の
四
第
五
項

の
規
定
に
よ
り
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
の
支
給
を
一
時
差
し
止
め
る
。

な
お
、
こ
の
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
は
、
こ
の
処
分
書
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

三
か
月
以
内
に
青
森
県
知
事
に
対
し
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
処
分
書
を
受
け
た
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
か
月
が
経
過
し
た
後
に
お
い
て
は
、
こ
の
処
分
の
後
の
事
情
の
変
化
を
理
由

に
、
青
森
県
警
察
本
部
長
に
対
し
て
こ
の
処
分
の
取
消
し
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
こ
の
処
分
書
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か

月
以
内
に
青
森
県
を
被
告
と
し
て
（
被
告
を
代
表
す
る
者
は
青
森
県
公
安
委
員
会
）
提
起
す
る
こ
と

が
で
き
る
（
な
お
、
こ
の
処
分
書
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、

こ
の
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
と
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ

と
は
で
き
な
く
な
る
。
）
。
た
だ
し
、
こ
の
処
分
書
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
か
月
以

内
に
審
査
請
求
を
し
た
場
合
に
は
、
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
そ
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁

決
の
送
達
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
な
お
、

そ
の
裁
決
の
送
達
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
裁
決
の
日

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
と
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
は
で
き

な
く
な
る
。
）
。
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